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(57)【要約】
【課題】複数のプローブを有する従来の超音波診断装置
において、プローブのケーブルと音響素子を切り離しう
る機構を持つものがあるが、複数の音響素子を交換して
使用する際に共有できる部分がケーブルと本体コネクタ
部に限定されるために、本体コネクタ部に搭載する回路
等以外は共有できず、安価で小型な超音波診断装置を提
供することが困難であった。
【解決手段】複数のプローブを有する超音波診断装置に
おいて、音響素子部と超音波診断装置本体との間の信号
の伝送に用いるケーブルの、音響素子側端にあるハウジ
ング部と音響素子部との間に、着脱可能とする素子コネ
クタ部を設ける。これにより、音響素子部を前記プロー
ブ部のその他の部分を分離しうる構造とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体に対して超音波を送受信し反射波を電気信号に変換する機能を有する音響素子部と
前記前記音響素子部を保持するハウジング部と、前記音響素子部より得られる電気信号を
処理する信号処理部と前記音響素子部とを接続する接続手段とを備えたプローブを有する
超音波診断装置において、
　前記音響素子部と前記ハウジング部との間に、着脱可能な素子コネクタ部を有すること
を特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
前記接続手段が、前記音響素子部と前記信号処理部とを無線で接続する一対の通信回路で
あることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
前記接続手段がケーブルであり、かつ、前記超音波診断装置本体側の接続箇所が着脱でき
ない構成であることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織の形状特性を測定する超音波診断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体に対して超音波を送出し、被検体の体内の内容物によって反
射される超音波信号を可視化することで診断を行うための装置である。超音波診断装置で
は、体内で反射した超音波を電気信号に変換し、可視化のための信号処理を加え、画像と
して表示する構成となっている。
【０００３】
　図3に示すように、被検体の体内に超音波を送出し、反射した超音波を電気信号に変換
する部分はプローブ４１であり、典型的なプローブは、主に音響素子部４３、ハウジング
部４４、ケーブル４５、本体コネクタ部４６で構成されている。前記ハウジング部４４の
先端には、反射した超音波を電気信号に変換する前記音響素子部４３が配置されている。
変換された電気信号は、前記ハウジング部４４に接続された前記ケーブル４５、さらには
前記本体コネクタ部４６を通じて、超音波診断装置本体内の信号処理部４７へ伝送される
。
【０００４】
　一般に、プローブ４１に求められる形状、特性等は、診断対象部位によって異なる。そ
のため、プローブ４１には数多くの種類が存在する。典型的な超音波診断装置では、診断
の状況に応じて、使用するプローブ４１を選択可能とするために、前記本体コネクタ部４
６によって、プローブ４１と超音波診断装置本体４２とを切り離し、交換可能な構造とし
ている。
【０００５】
　一般に、前記ケーブル４５は、前記超音波診断装置本体４２と、前記プローブ４１の前
記音響素子部４３とを結合する目的から、数十cm～数m程度の長さを有する。また、アレ
イプローブにおいては、伝送すべき信号の本数が多く、内包する線数が多いことから、前
記ケーブル４５は、比較的太く硬い性質がある。また、前記本体コネクタ部４６は、前記
ケーブル４５と同様に、伝送すべき信号の本数が多く、接点数が多くなることから、比較
的サイズが大きくなる傾向にある。
【０００６】
　そのため、保有するプローブの数が増えるにつれ、一体となっている前記ケーブル４５
、及び前記本体コネクタ部４６も多くなり、その保管や運搬において、煩わしい点が多か
った。また、プローブ４１の着脱が、超音波診断装置本体４２に接続した本体コネクタ部
４６で行うために、操作者の手元では行えず、着脱動作が簡単でない場合も多かった。
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【０００７】
　この問題を解決する手段として、前記ケーブル４５の前記ハウジング部４４側端に別途
コネクタ４９を設け、切り離しうる構造としたプローブがある（特許文献１　参照）。こ
れにおいては、複数のプローブをケーブル４５の先端で接続交換するようになっているた
め、ケーブル単体としては着脱を容易にすることが可能である。
【０００８】
　一方、技術の進歩に伴い、電気回路等の小型化が進むことが予測され、その結果、これ
までは超音波診断装置本体４２に搭載していた回路の一部、もしくは、従来超音波診断装
置に搭載していなかった電気回路等の一部が、より多くプローブ1内部に組み込まれるこ
とが予想される。
【特許文献１】特開平２-４９６４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述した従来の超音波診断装置において、プローブ内部に多くの電気回
路を搭載することは考慮されておらず、また、前記ケーブル４５と本体コネクタ部４６以
外は共有できず、よって、前記本体コネクタ部４６、及び前記ケーブル４５に搭載する回
路等以外は、共有できず、それぞれに電気回路を備えサイズが大きくなり、より大きな収
納スペースが必要となることに加え、複数本のプローブをまとめて搬送することも困難で
あった。
【００１０】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、プローブ内部に搭載する回路
等を共通に使用する機能を有し、安価で、プローブの保管や運搬が容易で扱いやすい超音
波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の超音波診断装置は、被検体に対して超音波を送受信し反射波を電気信号に変換
する機能を有する音響素子部と前記前記音響素子部を保持するハウジング部と、前記音響
素子部より得られる電気信号を処理する信号処理部と前記音響素子部とを接続する接続手
段とを備えたプローブを有する超音波診断装置において、
　前記音響素子部と前記ハウジング部との間に、着脱可能な素子コネクタ部を備えている
。
【００１２】
　これにより、前記音響素子部を前記プローブのその他の部分と分離でき、ハウジング部
に回路を組み込むことが可能となり、診断の状況に応じて複数の前記音響素子部を交換し
て使用する場合も、ハウジング部に組み込んだ回路を共有することができる。つまり、着
脱の容易さと収納の容易さを維持しつつ、安価な超音波診断装置を、または、安価なプロ
ーブを市場へ提供することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明の超音波診断装置は、前記接続手段が、前記音響素子部と前記信号処理部
とを無線で接続する一対の通信回路を備えている。
【００１４】
　この構成により、診断の状況に応じて複数の前記音響素子部を交換して使用する場合も
、ハウジング部に組み込んだ無線送受信回路を含む回路を共有することができる。
【００１５】
　また、本発明の超音波診断装置は、接続手段がケーブルであり、かつ、超音波診断装置
本体側の接続箇所が着脱できない構成である。
【００１６】
　これにより、プローブにて分離可能な場所は素子コネクタ部のみとなり、着脱の容易さ
と収納の容易さを維持しつつ、超音波診断装置の分離可能な箇所を少なくし、装置の構成
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面で、管理しやすい超音波診断装置を、安価に市場へ提供することが可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、プローブの音響素子部とハウジング部の間に、着脱可能な素子コネクタ部を
設けることにより、プローブの着脱の容易さと収納の容易さを維持しつつ、安価な超音波
診断装置とプローブを提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態の超音波診断装置について、図面を用いて説明する。
【００１９】
　本発明の第1の実施の形態の超音波診断装置を図１に示す。
【００２０】
　図１において、超音波診断装置は、体内に超音波を送出し、反射した超音波を電気信号
に変換するプローブ1と、プローブ1で得られた電気信号に可視化のための信号処理と制御
を行う超音波診断装置本体2と、超音波診断装置本体2で処理した信号を表示する画像表示
部8で構成されている。プローブ1は、音響素子部3、ハウジング部4、ケーブル5、本体コ
ネクタ部6で構成されている。ハウジング部4の先端には、反射した超音波を電気信号に変
換する音響素子部3が配置されている。超音波診断装置本体2は、本体コネクタ部6と信号
処理部7で構成されている。
【００２１】
　超音波送信制御信号は超音波診断装置本体2内の信号処理部7より出力され、本体コネク
タ部6、ケーブル5、ハウジング部4を通じて音響素子部3に伝達される。音響素子部3では
、受けた信号を超音波に変換し、体内へと送出する。
【００２２】
　体内より反射した超音波は、音響素子部3にて電気信号に変換され、変換された電気信
号は、ハウジング部4、ケーブル5、さらには本体コネクタ部6を通じて、超音波診断装置
本体2内の信号処理部7へ伝送される。ここでは、一実施例として、ハウジング部4に、音
響素子部3にて変換された電気信号の増幅回路を含んでいるものとする。
【００２３】
　本発明によれば、音響素子部3とハウジング部4の間に、素子コネクタ部10を設ける。音
響素子部3は、診断対象部位に合わせて交換することが可能であり、場合によって最適な
交換用音響素子部3a、3b等をハウジング部4に接続して使用する。
【００２４】
　以上のような、本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置によれば、診断に際して、
音響素子部3のハウジング部4に対する着脱交換を、手元のハウジング部4との間で行うこ
とができる利便性がある。また、複数の診断部位に対応するために多数の音響素子部3、3
a、3bを使用する場合であっても、ハウジング部4、ケーブル5、本体コネクタ部6を交換す
る必要がないだけではなく、ハウジング部4に含めた増幅回路を全ての音響素子部3、3a、
3bで共通に使用できるため、その保管や運搬が容易で、安価に複数の音響素子部を備えた
超音波診断装置を提供することが可能となる。
【００２５】
　なお、ハウジング部4には、増幅回路の替わりに、送受信制御回路、電源、スピーカー
、操作ボタン、ディスプレイ、など、任意の部品を含んでもよく、コードレス化、補助電
源、報知手段、操作性の向上等を図ることができる。
【００２６】
　本発明の第2の実施の形態の超音波診断装置を図２に示す。
【００２７】
　図２において、超音波診断装置は、体内に超音波を送出し、反射した超音波を電気信号
に変換するプローブ1と、プローブ1で得られた電気信号に可視化のための信号処理と制御
を行う超音波診断装置本体2と、超音波診断装置本体2で処理した信号を表示する画像表示
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部8で構成されている。プローブ1は、音響素子部3、ハウジング部4、本体コネクタ部6で
構成されている。ハウジング部4の先端には、反射した超音波を電気信号に変換する音響
素子部3が配置されている。超音波診断装置本体2は、本体コネクタ部6と信号処理部7で構
成されている。
【００２８】
　超音波送信制御信号は超音波診断装置本体2内の信号処理部7より出力され、本体コネク
タ部6、ハウジング部4を通じて音響素子部3に伝達される。音響素子部3では、受けた信号
を超音波に変換し、体内へと送出する。
【００２９】
　体内より反射した超音波は、音響素子部3にて電気信号に変換され、変換された電気信
号は、ハウジング部4、本体コネクタ部6を通じて、超音波診断装置本体2内の信号処理部7
へ伝送される。
【００３０】
　本発明によれば、ハウジング部4と本体コネクタ部6は、ケーブル5に変わり一対の無線
送受信回路11を含み、ハウジング部4と本体コネクタ部6の間を無線で接続する。
【００３１】
　また、音響素子部3とハウジング部4の間に、素子コネクタ部10を設ける。音響素子部3
は、診断対象部位に合わせて交換することが可能であり、場合によって最適な交換用音響
素子部3a、3bをハウジング部4に接続して使用する。
【００３２】
　以上のような、本発明の第2の実施の形態の超音波診断装置によれば、複数の診断部位
に対応するために多数の音響素子部3、3a、3bを使用する場合であっても、ハウジング部4
を交換する必要がなく、ハウジング部4に含めた無線送受信回路11を全ての音響素子部3、
3a、3bで共通に使用できるため、無線送受信の利便性を維持しつつ、複数の音響素子部を
第一の実施の形態に示す超音波診断装置と同等なまでに安価に提供することが可能となる
。
【００３３】
　なお、図２においてコネクタ部6に含まれている無線送受信回路11は、コネクタ部6に含
まれず、超音波診断装置本体2に含まれていてもよい。その場合、コネクタ部6はプローブ
1と超音波診断装置2の双方に含まれていなくてもよい。
【００３４】
　また、ハウジング部4には、送受信制御回路、電源、スピーカー、ボタン、ディスプレ
イ、など、任意の部品を含んでもよい。
【００３５】
　本発明の第3の実施の形態の超音波診断装置を図2に示す。
【００３６】
　図３において、超音波診断装置は、体内に超音波を送出し、反射した超音波を電気信号
に変換するプローブ1と、プローブ1で得られた電気信号に可視化のための信号処理と制御
を行う超音波診断装置本体2と、超音波診断装置本体2で処理した信号を表示する画像表示
部8で構成されている。プローブ1は、音響素子部3、ハウジング部4、ケーブル5、で構成
されている。ハウジング部4の先端には、反射した超音波を電気信号に変換する音響素子
部3が配置されている。超音波診断装置本体2は、ケーブル5と信号処理部7で構成されてい
る。
【００３７】
　超音波送信制御信号は超音波診断装置本体2内の信号処理部7より出力され、ケーブル5
、ハウジング部4を通じて音響素子部3に伝達される。音響素子部3では、受けた信号を超
音波に変換し、体内へと送出する。
【００３８】
　体内より反射した超音波は、音響素子部3にて電気信号に変換され、変換された電気信
号は、ハウジング部4、ケーブル5を通じて、超音波診断装置本体2内の信号処理部7へ伝送
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理部7を直結しており、着脱できない構造である。
【００３９】
　本発明によれば、音響素子部3とハウジング部4の間に、素子コネクタ部10を設ける。音
響素子部3は、診断対象部位に合わせて交換することが可能であり、場合によって最適な
交換用音響素子部3a、3bをハウジング部4に接続して使用する。
【００４０】
　以上のような、本発明の第3の実施の形態の超音波診断装置によれば、診断に際して、
音響素子部3の交換を手元の素子コネクタ部10にて行える。このため、ケーブル5を超音波
診断装置本体2と着脱するための本体コネクタ部6を、超音波診断装置から排除することが
可能となる。前述のとおり、内包する線数の多さから大きく、かつ重くなりがちな本体コ
ネクタ部6を排除できることで、小型で軽量で安価な超音波診断装置を提供することが可
能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　以上のように、本発明にかかる超音波診断装置は、前記プローブにおいて、前記ハウジ
ング部に組み込んだ回路を複数の前記音響素子部で共有することが可能となり、着脱の容
易さと収納の容易さを維持しつつ、安価に市場へ提供することが可能な超音波診断装置と
して有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明による第１の実施の形態の超音波診断装置のブロック図
【図２】本発明による第２の実施の形態の超音波診断装置のブロック図
【図３】本発明による第３の実施の形態の超音波診断装置のブロック図
【図４】従来の超音波診断装置のブロック図
【図５】従来の超音波診断装置のブロック図
【符号の説明】
【００４３】
　1　　プローブ
　2　　超音波診断装置本体
　3　　音響素子部
　3a　　交換用音響素子部
　3b　　交換用音響素子部
　4　　ハウジング部
　5　　ケーブル
　6　　本体コネクタ部
　7　　信号処理部
　8　　画像表示部
　9　　コネクタ
　10　　素子コネクタ部
　11　　無線送受信回路
　12　　無線接続
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